
令和４年３月７日（月）から令和４年４月７日（木）までの期間が感染再拡大防止対

策期間となりました。 

 そのため、この期間、学校施設の使用を次のようにいたします。 

  

１ 遊び場開放（団体）において、他チームとの合同練習や練習試合はしない。 

２ スポーツ開放においては、他チームとの合同練習や練習試合はできる限り控える。 

３ 遊び場開放（個人使用）の使用を中止する。 

※スポーツ開放の使用は、２１時までに戻ります。 

 

 皆様におかれましては、今後も感染拡大防止対策を厳重に行った上での使用をお願い

いたします。 
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以上、市からの文書です。 

2022 年 3月 7日 

北九州市ソフトボールスポーツ少年団事務局 

 


